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ＮＴＴ東日本・西日本による電報サービス契約約款及び料金の見直しの概要

○ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本・西日本」という。）は、電報の需要の縮小
と電報の取扱通数の減少による収支悪化を背景に、経営効率化のため、電報の配達条件及び料金等の見直しを実施

〇 当該見直しに当たっては、情報通信行政・郵政行政審議会答申（令和４年５月27日） 踏まえ、電報サービス契約約款
の変更の認可（令和４年５月31日）及び電報に係る料金の認可（令和４年６月９日）を実施

変更内容

項目 現状 変更概要 実施時期

①受付時間 8時～19時※Webは24時間受付 【変更なし】 ―

当日配達受付時間 8時～19時※Webは0時～19時 8時～14時※Webは0時～1４時

令和４年10月②配達員による配達対象エリア 全国 一部地域（離島等）を除く

③配達員による配達対象日 年中無休
一部の日付（12/31～1/3）を除く

（翌営業日（1/4）配達）

④受付方法

電話（115）・
インターネット（Web）等

【変更なし】 ―

FAX 廃止 令和５年1月

⑤電報の種類

通常電報（一般・慶祝・弔慰） 【変更なし】 ―

定文電報 廃止 令和５年1月

無線電報 廃止 令和５年1月

⑥料金

複数の料金体系

文字数課金
Web/電話・FAXの別
かな電報/漢字電報の別

一般/慶弔の別 等

ページあたり基本額 1,200円

Web受付の場合 1,200円
電話受付の場合 1,200円＋400円※

※電報託送加算額

令和５年1月
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電報サービス契約約款及び料金の見直しに伴い講じた周知内容について 2

１．情報通信行政・郵政行政審議会答申（令和４年５月２７日）【抜粋】

総務省において、以下の措置を講じることが適当である。
○ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、全国の利用者及び潜在的な利用者において混乱が生じないよう、電報

サービス契約約款及び料金の変更に関する十分な周知及び適切な問合せ対応を求めること。

２．「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（令和４年５月３１日）（総務省よりNTT東日本・西日本に対して要請）

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の変更の認可について」（令和４年５月27日情報通信行政・
郵政行政審議会答申）を踏まえ、貴社におかれては、電報サービス契約約款の変更に当たり、下記の事項について適切な措置を講じられたい。
（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、

当該変更に関する十分な周知を行うこと。
（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。
（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約款の変更の実施をした日までの間の周知及び問

合せ対応の実施状況について、当該変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。
（４）上記（２）に関して、電報サービス契約約款の変更を実施した日から令和５年３月末までの問合せ対応の実施状況について、同年４月末までに

総務省に報告すること。

３．「電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（令和４年６月９日）（総務省よりNTT東日本・西日本に対して要請）

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の変更の認可について」（令和４年５月27日情報通信行政・
郵政行政審議会答申）を踏まえ、貴社におかれては、電報サービスに係る料金の変更に当たり、下記の事項について適切な措置を講じられたい。
（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、

当該変更に関する十分な周知を行うこと。
（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。
（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から当該料金の変更の実施をした日までの間の周知及び問合

せ対応の実施状況について、当該変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。
（４）上記（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更を実施した日から令和５年３月末までの問合せ対応の実施状況について、同年４月末まで

に総務省に報告すること。



料金認可
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R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10 R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3
NTT東日本 16 22 32 26 9 14 23 28 9 5

NTT西日本 7 18 78 86 55 55 60 77 26 27

合計 23 40 110 112 64 69 83 105 35 32

約款認可 当日配達受付時間・配達エリア・配達日変更 ＦＡＸ受付、定文電報、無線電報廃止

↑
ホームページと
電報受付サイト
に見直し内容
を掲載

電報受付サイト受付時に見直し内容を案内

電報サービス契約約款及び料金の見直しに伴い講じた周知及び問合せの状況について

○ 専用コールセンターの設置等により利用者等からの問い合わせに対応
○ 主な問合せ内容は、FAX以外の利用方法や電報受付サイトの操作方法（ＦＡＸ受付廃止関係）、変更後の当日配達受付時間（当日配達受付時間変更関係）、

変更後料金や料金変更時期（料金体系変更関係）に関するもの（継続対応中のものは無し）

１１５番による受付時に音声ガイダンスにより見直し内容を案内

ＦＡＸ受付後の料金通知ＦＡＸにより見直し内容を案内

大口利用企業（法人）への個別対応

インターネット検索サイトに見直し内容の公告を掲載

タウンページに見直し内容を掲載

専用コールセンターの設置

ＮＴＴ東日本・西日本の問合せ対応

料金体系変更

問合せ件数

ＮＴＴ東日本・西日本の周知対応

↑
認可申請
報道発表

← 電報受付サイトに特設ページ掲載

メールで会員に対し見直し内容を案内

※ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で周知期間の差あり

料金請求書に見直し内容のチラシを同封



4電報サービス契約約款及び料金の見直しに伴い講じた周知及び問合せの詳細について

ＮＴＴ東日本・西日本への問合せ（例）

ＮＴＴ東日本・西日本の周知対応（例）

＜電報受付サイト（D-MAIL）トップページ＞ ＜D-MAIL会員へのメール案内＞ ＜料金請求書へのチラシ同封＞

サービスに関するもの（約８６％※） 料金に関するもの（約２５％※）

見直し内容に関するもの
（約８４％※）

・FAX 受付の終了後のD-Mail サイトの操作方法を教えてほしい。
・FAX 以外の電報の利用方法を教えてほしい
・当日配達可能な受付時間を確認したい。

・見直し後の料金について説明を聞きたい。

見直し実施時期に関するもの
（約３８％※）

・FAX 受付の終了日を確認したい。
・当日配達に関する改定日を再確認したい

・料金の見直しの実施時期を確認したい。

【重要なお知らせ】
２０２２年１０月１日（土）より 昨今のご利用状況をふまえ、サービス内容を変更いたします。
当日配達受付時間 変更後： 午後２時まで
なお、FAXによるお申し込み受付センタの営業時間に変更はありません。【午前９時～午後５時】

■ＦＡＸによる電報のお申し込みサービスは、２０２３年１月１０日（火）午後５時をもちまして
終了させていただきます。
２４時間受付可能な電報お申し込みサイト「ビジネスＤ－ＭＡＩＬ」のご登録を是非ご検討いただき、
引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。
ビジネスＤ－ＭＡＩＬ→ ｈｔｔｐｓ：／／ｄｍａｉｌ．ｄｅｎｐｏ－ｗｅｓｔ．ｎｅ．ｊｐ／ｂ

＜FAX受付後の料金通知への記載＞

※重複あり



5（参考）電報サービス利用通数推移



○電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）
附 則

第五条 電報の事業（配達の業務を含む。以下この条において同じ。）は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち
受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び電気通信分野における規制の合理化のための関
係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法（昭和二十七年法律第三
百一号）により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者（以下この条において「国際電電承継人」とい
う。）のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関す
る法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号）第二条の規定による改正前のこの法律（以下この条において「旧法」とい
う。）の規定（第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。）はなお効力を有する。

２ 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人（以下この条において「東日本電信電話
株式会社等」という。）が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法
第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気
通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。

３・４ （略）

関係条文（電報の独占） 6



○旧法＜電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号）第二条の規定に
よる改正前の電気通信事業法＞

（契約約款の届出等）
第三十一条の四 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件（料金並びに総務省令で定める事項及び第四十九条第一項又は

第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。）について契約約款を定め、総務省令で定める
ところにより、その実施前に、総務大臣に届出なればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 総務大臣は、前項の規定による届出に係る契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に
対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
が適正かつ明確に定められていないこと。

二 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
四 第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものでないこと。
五 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、
利用者の利益を阻害するものであること。

３ 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第一項の規定により定めるべき契約
約款のうち当該第一種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供に関するものについては、同項の規定にかかわらず、総務大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。

５～10 （略）

（審議会等への諮問）
第九十四条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関

をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りで
ない。
一 第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等
の変更の許可、第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十一条の四第三項の規定による契約約款の
認可、第三十八条の二第二項の規定による接続約款の認可、同条第七項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の
認可、第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項の規定による適格電気通信
事業者の指定、第七十二条の九第一項の規定による交付金の額及び交付方法の認可、第七十二条の十第二項の規定による負担金の額
及び徴収方法の認可又は第七十二条の十六第一項において準用する第六十一条第一項の規定による支援業務規程の認可

二～五 （略）

関係条文（電報の契約約款に係る規定） 7



○電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）
附 則

第六条 （略）
２～４（略）
５ 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年
改正法」という。）第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条
第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年
改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合に
おいて、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

関係条文（電報の料金に係る規定）

○旧電気通信事業法 ＜平成十年法律第五十八号による改正前の電気通信事業法＞
（料金の認可等）

第三十一条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金（第三項に規定する料金及び郵政省令で定める料金を除く。）を定め、
郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取り扱いをするものでないこと。

３ 第一種電気通信事業者は、電気通信役務のうちその内容、利用者（電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結
する者をいう。以下同じ。）の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに関する
料金（第一項の郵政省令で定める料金を除く。）を定めようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

４～７ （略）

（審議会への諮問）
第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定める審議会（以下この条及び次条において「審議会」と
いう。）に諮り、その決定を尊重してこれをしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めたものについては、この限りで
ない。
一～三（略）
四 第三十一条第一項の規定による第一種電気通信事業者の料金に関する認可
五～十九（略）
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総基料第 1 0 8 号 

令和４年５月 31 日 

 

 東日本電信電話株式会社 

  代表取締役社長 井上 福造 殿 

 

 

総務省総合通信基盤局長  

二宮 清治 

 

 

 

 

電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請） 

 

 

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の

変更の認可について」（令和４年５月 27日情報通信行政・郵政行政審議会答申）を踏まえ、

貴社におかれては、電報サービス契約約款の変更に当たり、下記の事項について適切な措

置を講じられたい。 

 

記 

 

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインター

ネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行

うこと。 

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応す

ること。 

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該

契約約款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該

変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。 

（４）上記（２）に関して、電報サービス契約約款の変更を実施した日から令和５年３月末ま

での問合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。 

 

以上 

  

（公印・契印省略） 
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総基料第 1 0 8 号 

令和４年５月 31 日 

西日本電信電話株式会社 

  代表取締役社長 小林 充佳 殿 

総務省総合通信基盤局長 

二宮 清治 

電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請） 

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の

変更の認可について」（令和４年５月 27日情報通信行政・郵政行政審議会答申）を踏まえ、

貴社におかれては、電報サービス契約約款の変更に当たり、下記の事項について適切な措

置を講じられたい。 

記 

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインター

ネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行

うこと。 

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応す

ること。 

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該

契約約款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該

変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。 

（４）上記（２）に関して、電報サービス契約約款の変更を実施した日から令和５年３月末ま

での問合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。 

以上 

（公印・契印省略） 
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総基料第 1 1 6 号 

令和４年６月９日 

西日本電信電話株式会社 

  代表取締役社長 小林 充佳 殿 

総務省総合通信基盤局長 

二宮 清治 

電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請） 

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の

変更の認可について」（令和４年５月 27日情報通信行政・郵政行政審議会答申）を踏まえ、

貴社におかれては、電報サービスに係る料金の変更に当たり、下記の事項について適切な

措置を講じられたい。 

記 

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインター

ネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行

うこと。 

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応す

ること。 

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から

当該料金の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該

変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。 

（４）上記（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更を実施した日から令和５年３月末

までの問合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。 

以上 

（公印・契印省略） 
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総基料第 1 1 6 号 

令和４年６月９日 

東日本電信電話株式会社 

代表取締役社長 井上 福造 殿 

総務省総合通信基盤局長 

二宮 清治 

電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請） 

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款等の

変更の認可について」（令和４年５月 27日情報通信行政・郵政行政審議会答申）を踏まえ、

貴社におかれては、電報サービスに係る料金の変更に当たり、下記の事項について適切な

措置を講じられたい。 

記 

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインター

ネット、自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行

うこと。 

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応す

ること。 

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から

当該料金の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該

変更の実施をした日の月末までに総務省に報告すること。 

（４）上記（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更を実施した日から令和５年３月末

までの問合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。 

以上 

（公印・契印省略） 
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 澁谷 直樹

東経企営第２２－１１ ８号
２ ０ ２ ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２２年１０月１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施。
当社ホームページにおいても掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/release/detail/20220318_01.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/info/detail/220610_01.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可申請後、見直し内容について掲載。 ２０２２年３月

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL会員への
メール案内

メールにて、見直し内容について案内を実施 ２０２２年９月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２２年１０月１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり１０２件の利用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

（２／２）

お問合せ内容 件数 対応内容 お問合せの一例

見直し内容に関する
お問合せ

７０件 見直し内容について説明。

・FAX受付の終了後のD-
Mailサイトの操作方法を教
えてほしい。
・当日配達可能な受付時間
を確認したい。

見直し実施時期に関するお
問合せ

７件
見直し実施時期について説
明。

・FAX受付の終了日を確認
したい。

見直し内容および実施時期
に関するお問合せ

２５件
見直し内容および実施時期
について説明。

-
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西 企 営 第 １ ０ １ 号
令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 森林 正彰

総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２２年１０月１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施
当社HPにおいても掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/news/2203/220318a.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/info/support/oshirase20220610.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２２年１０月１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり１８９件の利用者等からのお問合せをいただき対応を行いました。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

（２／２）

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

お問合せ内容 件数 対応内容 お問合せの一例

見直し内容に関する
お問合せ

７６件 見直し内容について説明。

・FAX以外の電報の利用方
法を教えてほしい
・当日配達可能な受付時間
を確認したい

見直し実施時期に関するお
問合せ

３７件
見直し実施時期について説
明。

・当日配達に関する改定日
を再確認したい

見直し内容および実施時期
に関するお問合せ

７６件
見直し内容および実施時期
について説明。

-
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 澁谷 直樹

東経企営第２２－１５ ７号
２ ０ ２ ３ 年 １ 月 ３ １ 日
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施。
当社ホームページにおいても掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/release/detail/20220318_01.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/info/detail/220610_01.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可申請後、見直し内容について掲載。 ２０２２年３月

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL会員への
メール案内

メールにて、見直し内容について案内を実施 ２０２２年９月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

お客様への
一般的なお
知らせ

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

タウンページ 見直し内容について掲載 ２０２２年１１月～

料金請求書へのチ
ラシ同封

料金請求書にチラシを同封し見直し内容につい
て案内を実施

２０２２年１２月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の契約約款の変更の実施をした日までの期間について、電報サービス契約約款の変更及

び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり合計で１６５件の利用者等からの

お問合せをいただき、対応を行いました。

• 同期間について、 ２０２３年１月１１日の契約約款の変更に関して、以下のとおり１２６件の利

用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

（２／２）

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

２０２３年１月１１
日の契約約款の
変更に関するお
問合せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

１００件 ６５件
見直し内容につ
いて説明。

・FAX受付の終
了後のD-Mailサ
イトの操作方法
を教えてほしい。
・当日配達可能
な受付時間を確
認したい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

３３件 ３０件
見直し実施時期
について説明。

・FAX受付の終
了日を確認した
い。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

３２件 ３１件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添
単位：件
赤枠：報告書に記載

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

お問合せ 165 161 4 98 63

見直し内容に関するお問合せ 100 98 2 68 30

約款変更のみに係るお問合せ 69 68 1 48 20

内訳：2022年10月1日変更分のみ 22 22 0 14 8

内訳：2023年1月11日変更分のみ（①） 47 46 1 34 12

料金変更のみに係るお問合せ 13 12 1 6 6

その他（複合的なお問合せ等）（②） 18 18 0 14 4

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（①+②） 65 64 1 48 16

見直し実施時期に関するお問合せ 33 32 1 6 26

約款変更のみに係るお問合せ 28 27 1 4 23

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0 1 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（③） 27 26 1 3 23

料金変更のみに係るお問合せ 2 2 0 0 2

その他（複合的なお問合せ等）（④） 3 3 0 2 1

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（③+④） 30 29 1 5 24

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 32 31 1 24 7

約款変更のみに係るお問合せ 22 22 0 16 6

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0 1 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑤） 21 21 0 15 6

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 10 9 1 8 1

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（⑤+⑥） 31 30 1 23 7

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（①～⑥合計） 126 123 3 76 47
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西 企 営 第 １ ３ ３ 号
令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 森林 正彰

総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該契約約款の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のと

おり利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施
当社HPにおいても掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/news/2203/220318a.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/info/support/oshirase20220610.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL会員への
メール案内

メールにて、見直し内容について案内を実施
２０２２年１０月～
２０２２年１１月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

お客様への
一般的なお
知らせ

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

タウンページ 見直し内容について掲載 ２０２２年１１月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から当該契約約

款の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の

実施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年５月３１日の電報サービス契約約款の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の契約約款の変更の実施をした日までの期間について、電報サービス契約約款の変更及

び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり合計で３９０件の利用者等からの

お問合せをいただき、対応を行いました。

• 同期間について、 ２０２３年１月１１日の契約約款の変更に関して、以下のとおり２１９件の利

用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

（２／２）

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

２０２３年１月１１
日の契約約款の
変更に関するお
問合せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

２３１件 ７７件
見直し内容につ
いて説明。

・FAX以外の電
報の利用方法を
教えてほしい
・当日配達可能
な受付時間を確
認したい

見直し実施時期
に関するお問合
せ

５２件 ４５件
見直し実施時期
について説明。

・当日配達に関
する改定日を再
確認したい
・FAX受付の終
了日を確認した
い。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

１０７件 ９７件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添 単位：件
赤枠：報告書に記載

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

お問合せ 390 386 4 184 202

見直し内容に関するお問合せ 231 231 0 76 155

約款変更のみに係るお問合せ 161 161 0 56 105

内訳：2022年10月1日変更分のみ 109 109 0 32 77

内訳：2023年1月11日変更分のみ（①） 52 52 0 24 28

料金変更に係るお問合せ（②） 45 45 0 19 26

その他（複合的なお問合せ等）（③） 25 25 0 1 24

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（①+③） 77 77 0 25 52

見直し実施時期に関するお問合せ 52 50 2 35 15

約款変更のみに係るお問合せ 50 48 2 34 14

内訳：2022年10月1日変更分のみ 6 6 0 2 4

内訳：2023年1月11日変更分のみ（④） 44 42 2 32 10

料金変更に係るお問合せ（⑤） 1 1 0 0 1

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 1 1 0 1 0

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（④+⑥） 45 43 2 33 10

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 107 105 2 73 32

約款変更のみに係るお問合せ 98 96 2 67 29

内訳：2022年10月1日変更分のみ 8 8 0 3 5

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑦） 90 88 2 64 24

料金変更に係るお問合せ（⑧） 2 2 0 1 1

その他（複合的なお問合せ等）（⑨） 7 7 0 5 2

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（⑦+⑨） 97 95 2 69 26

1月11日の契約約款変更に係るお問合せ（①+③+④+⑥+⑦+⑨） 219 215 4 127 88
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総
基料第１１６号（令和４年６月９日））に基づき、別紙のとおり報告します。

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 澁谷 直樹

東経企営第２２－１５ ７号
２ ０ ２ ３ 年 １ 月 ３ １ 日
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から当該料金

の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の実

施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年６月９日の電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該料金の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のとおり

利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施。
当社ホームページにおいても掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/release/detail/20220318_01.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※。
※https://www.ntt-
east.co.jp/info/detail/220610_01.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可申請後、見直し内容について掲載。 ２０２２年３月

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL会員への
メール案内

メールにて、見直し内容について案内を実施 ２０２２年９月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

お客様への
一般的なお
知らせ

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

タウンページ 見直し内容について掲載 ２０２２年１１月～

料金請求書へのチ
ラシ同封

料金請求書にチラシを同封し見直し内容につい
て案内を実施

２０２２年１２月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から当該料金

の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の実

施をした日の月末までに総務省に報告すること。

（２／２）

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年６月９日の電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該料金の変更の実施をした日までの期間について、電報サービス契約約款の変更及

び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり合計で１６１件の利用者等からの

お問合せをいただき、対応を行いました。

• 同期間について、電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり４４件の利用者等

からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

電報サービスに
係る料金の変更
に関するお問合

せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

９８件 ３０件
見直し内容につ
いて説明。

・見直し後の料
金について説明
を聞きたい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

３２件 ５件
見直し実施時期
について説明。

・料金の見直し
の実施時期を確
認したい。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

３１件 ９件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添
単位：件
赤枠：報告書に記載

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

お問合せ 165 161 4 98 63

見直し内容に関するお問合せ 100 98 2 68 30

約款変更のみに係るお問合せ 69 68 1 48 20

内訳：2022年10月1日変更分のみ 22 22 0 14 8

内訳：2023年1月11日変更分のみ 47 46 1 34 12

料金変更のみに係るお問合せ（①） 13 12 1 6 6

その他（複合的なお問合せ等）（②） 18 18 0 14 4

料金変更に係るお問合せ（①+②） 31 30 1 20 10

見直し実施時期に関するお問合せ 33 32 1 6 26

約款変更のみに係るお問合せ 28 27 1 4 23

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0 1 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 27 26 1 3 23

料金変更のみに係るお問合せ（③） 2 2 0 0 2

その他（複合的なお問合せ等）（④） 3 3 0 2 1

料金変更に係るお問合せ（③+④） 5 5 0 2 3

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 32 31 1 24 7

約款変更のみに係るお問合せ 22 22 0 16 6

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0 1 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 21 21 0 15 6

料金変更のみに係るお問合せ（⑤） 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 10 9 1 8 1

料金変更に係るお問合せ（⑤+⑥） 10 9 1 8 1

料金変更に係るお問合せ（①～⑥合計） 46 44 2 30 14 30



西 企 営 第 １ ３ ３ 号
令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 森林 正彰

総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総
基料第１１６号（令和４年６月９日））に基づき、別紙のとおり報告します。
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から当該料金

の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の実

施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等への当該変更に関する周知状況

• ２０２２年６月９日の電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該料金の変更の実施をした日までの期間について、当該変更に関して、以下のとおり

利用者等へお知らせをいたしました。

（１／２）

内容 実施時期

利用者等へ
の一般的な
お知らせ

報道発表

認可申請後、報道発表を実施
当社HPにおいても掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/news/2203/220318a.html

２０２２年３月

当社ホームページ
認可後、あらためて見直し内容について掲載※

※https://www.ntt-
west.co.jp/info/support/oshirase20220610.html

２０２２年６月

電報受付サイト
（D-MAIL）

認可後、あらためて見直し内容について掲載。 ２０２２年６月

特設ページを設け見直し内容を掲載。 ２０２２年６月

D-MAIL会員への
メール案内

メールにて、見直し内容について案内を実施
２０２２年１０月～
２０２２年１１月

D-MAIL申込者への
メール案内

D-MAIL申込後の受付完了メールにて見直し内
容を周知

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（115番受付）

全入電呼に対する音声ガイダンスによる案内を
実施。

２０２２年７月～

電報受付
コールセンタ
（FAX受付）

FAX申込受付後にFAXによる案内を実施 ２０２２年７月～

電報大口利用企業（法人）への
個別対応

電話・訪問・郵送による、見直し内容について
案内を実施

２０２２年３月～
２０２２年９月

お客様への
一般的なお
知らせ

インターネット広告
インターネット検索サイトへ見直し内容の広告
掲載を実施

２０２２年１０月～

タウンページ 見直し内容について掲載 ２０２２年１１月～

専用コールセンタの設置 見直しに関する問合せ対応を実施 ２０２２年３月～
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別紙

（１）全国における利用者及び潜在的な利用者（以下「利用者等」という。）に対してインターネット、

自社発行物その他の広報媒体の活用等により、当該変更に関する十分な周知を行うこと。

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（３）上記（１）及び（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から当該料金

の変更の実施をした日までの間の周知及び問合せ対応の実施状況について、当該変更の実

施をした日の月末までに総務省に報告すること。

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２２年６月９日の電報サービスに係る料金の変更の認可を受けた日から２０２３年１月１１

日の当該料金の変更の実施をした日までの期間について、電報サービス契約約款の変更及

び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり合計で３８６件の利用者等からの

お問合せをいただき、対応を行いました。

• 同期間について、電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり８１件の利用者等

からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

（２／２）

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

電報サービスに
係る料金の変更
に関するお問合

せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

２３１件 ７０件
見直し内容につ
いて説明。

・見直し後の料
金について説明
を聞きたい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

５０件 ２件
見直し実施時期
について説明。

・料金の見直し
の実施時期を確
認したい。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

１０５件 ９件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添
単位：件
赤枠：報告書に記載

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

お問合せ 390 386 4 184 202

見直し内容に関するお問合せ 231 231 0 76 155

約款変更のみに係るお問合せ 161 161 0 56 105

内訳：2022年10月1日変更分のみ 109 109 0 32 77

内訳：2023年1月11日変更分のみ 52 52 0 24 28

料金変更のみに係るお問合せ（①） 45 45 0 19 26

その他（複合的なお問合せ等）（②） 25 25 0 1 24

料金変更に係るお問合せ（①+②） 70 70 0 20 50

見直し実施時期に関するお問合せ 52 50 2 35 15

約款変更のみに係るお問合せ 50 48 2 34 14

内訳：2022年10月1日変更分のみ 6 6 0 2 4

内訳：2023年1月11日変更分のみ 44 42 2 32 10

料金変更のみに係るお問合せ（③） 1 1 0 0 1

その他（複合的なお問合せ等）（④） 1 1 0 1 0

料金変更に係るお問合せ（③+④） 2 2 0 1 1

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 107 105 2 73 32

約款変更のみに係るお問合せ 98 96 2 67 29

内訳：2022年10月1日変更分のみ 8 8 0 3 5

内訳：2023年1月11日変更分のみ 90 88 2 64 24

料金変更のみに係るお問合せ（⑤） 2 2 0 1 1

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 7 7 0 5 2

料金変更に係るお問合せ（⑤+⑥） 9 9 0 6 3

料金変更に係るお問合せ（①～⑥合計） 81 81 0 27 54 34



総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 澁谷 直樹

東経営第000200000019号
２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ２ ８ 日
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別紙

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（４）上記（２）に関して、電報サービス契約約款の変更を実施した日から令和５年３月末までの問合

せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。

（１／１）

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２３年１月１１日の契約約款の変更の実施をした日から２０２３年３月３１日までの期間につ

いて、電報サービス契約約款の変更及び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のと

おり合計で２７件の利用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。そのうち２２件（

８１％）がFAX受付終了に係るお問合せでした。

• 同期間について、 契約約款の変更に関して、以下のとおり２３件の利用者等からのお問合せ

をいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

契約約款の変更
に関するお問合

せ件数
対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

５件 ３件
見直し内容につ
いて説明。

・FAX受付の終
了後のD-Mailサ
イトの操作方法
を教えてほしい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

２０件 １８件
見直し実施時期
について説明。

・FAX受付の終
了日を確認した
い。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

２件 ２件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-

36



利用者等からのお問合せ件数別添
単位：件
赤枠：報告書に記載
【 】：FAX受付終了に係る問合せ

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2023年1月11日
～2023年3月31日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

2023年1月12日
～2023年3月31日

お問合せ 165 161 27【22】 4 98 63 25

見直し内容に関するお問合せ 100 98 5  【2】 2 68 30 4

約款変更のみに係るお問合せ 69 68 3  【2】 1 48 20 2

内訳：2022年10月1日変更分のみ（①） 22 22 0  【0】 0 14 8 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（②） 47 46 3  【2】 1 34 12 2

料金変更のみに係るお問合せ 13 12 2  【0】 1 6 6 2

その他（複合的なお問合せ等）（③） 18 18 0  【0】 0 14 4 0

契約約款変更に係るお問合せ（①+②＋③） 65 64 3  【2】 1 48 16 3

見直し実施時期に関するお問合せ 33 32 20【18】 1 6 26 19

約款変更のみに係るお問合せ 28 27 18【18】 1 4 23 18

内訳：2022年10月1日変更分のみ（④） 1 1 0  【0】 0 1 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑤） 27 26 18【18】 1 3 23 18

料金変更のみに係るお問合せ 2 2 2  【0】 0 0 2 1

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 3 3 0  【0】 0 2 1 0

契約約款変更に係るお問合せ（④+⑤＋⑥） 30 29 18【18】 1 5 24 18

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 32 31 2  【2】 1 24 7 2

約款変更のみに係るお問合せ 22 22 1  【1】 0 16 6 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ（⑦） 1 1 0  【0】 0 1 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑧） 21 21 1  【1】 0 15 6 1

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0  【0】 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑨） 10 9 1  【1】 1 8 1 1

契約約款変更に係るお問合せ（⑦+⑧＋⑨） 31 30 2  【2】 1 23 7 2

契約約款変更に係るお問合せ（①～⑨合計） 126 123 23【22】 3 76 47 22
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（単位：件）

2022年
6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月

2月 3月

お問合せ 16 22 32 26 9 14 23 28 9 5

見直し内容に関するお問合せ 13 17 20 20 6 12 9 4 1 2

約款変更のみに係るお問合せ 11 13 12 13 6 9 3 2 1 2

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 3 6 4 3 4 1 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 10 10 6 9 3 5 2 2 1 2

料金変更のみに係るお問合せ 1 1 2 3 0 1 4 2 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 3 6 4 0 2 2 0 0 0

見直し実施時期に関するお問合せ 1 1 2 2 2 1 10 21 8 3

約款変更のみに係るお問合せ 1 0 2 1 2 1 10 19 7 3

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 0 1 1 2 1 10 19 7 3

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 2 4 10 4 1 1 4 3 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 1 0 8 2 0 1 4 2 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 0 7 2 0 1 4 2 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 4 2 2 1 0 0 1 0 0

※2022年5月31日は0件

➢ 6月～9月：6月に当社HP・電報受付サイト上で見直し内容を掲載したこと、また9月までに大口企業（法人）へ郵送等で見直し内容の周知を行った
ことで、お問合せ件数が増加。内容は、FAX受付終了後のD-mailサイトでの操作方法に係るお問合せが多数【緑箇所】。

➢ 10月～1月：10月・11月はお問合せ件数が比較的少なかったものの、1月11日の約款変更・料金変更の見直し前にお問合せ件数が再び増加。
内容は、見直しの実施時期を確認するお問合せが多数【橙箇所】。

➢ 全期間を通してインターネットが使えないため困るといったお問合せはいただきませんでした。

別添 利用者等からのお問合せ件数（月別）
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利用者等からのお問合せの内訳詳細

2023年1月11日
～2023年3月31日

内訳

ＦＡＸ受付廃止
当日配達

受付時間変更
料金変更 その他

お問合せ 27(100.0%) 22(81.5%) 0(0.0%) 4(14.8%) 1(3.7%)

見直し内容に関するお問合せ 5 2 0 2 1

約款変更のみに係るお問合せ 3 2 0 0 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 2 0 0 1

料金変更のみに係るお問合せ 2 0 0 2 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し実施時期に関するお問合せ 20 18 0 2 0

約款変更のみに係るお問合せ 18 18 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 18 18 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 2 0 0 2 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 2 2 0 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 1 1 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 1 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 1 0 0 0

単位：件

別添
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービス契約約款の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総基
料第１０８号（令和４年５月３１日））に基づき、別紙のとおり報告します。

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 森林 正彰

企営第 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0号
２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ２ ８ 日
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別紙

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（４）上記（２）に関して、電報サービス契約約款の変更を実施した日から令和５年３月末までの問合

せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。

（１／１）

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２３年１月１１日の契約約款の変更の実施をした日から２０２３年３月３１日までの期間につ

いて、電報サービス契約約款の変更及び電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のと

おり合計で９９件の利用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。そのうち１１件（

１１％）がFAX受付終了に係るお問合せでした。

• 同期間について、 契約約款の変更に関して、以下のとおり７１件の利用者等からのお問合せ

をいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

契約約款の変更
に関するお問合

せ件数
対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

８９件 ６１件
見直し内容につ
いて説明。

・FAX受付の終
了後のD-Mailサ
イトの操作方法
を教えてほしい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

５件 ５件
見直し実施時期
について説明。

・FAX受付の終
了日を確認した
い。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

５件 ５件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2023年1月11日
～2023年3月31日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

2023年1月12日
～2023年3月31日

お問合せ 390 386 99【11】 4 184 202 99

見直し内容に関するお問合せ 231 231 89【4】 0 76 155 89

約款変更のみに係るお問合せ 161 161 53【0】 0 56 105 53

内訳：2022年10月1日変更分のみ（①） 109 109 34【0】 0 32 77 34

内訳：2023年1月11日変更分のみ（②） 52 52 19【2】 0 24 28 19

料金変更のみに係るお問合せ 45 45 28【0】 0 19 26 28

その他（複合的なお問合せ等）（③） 25 25 8【2】 0 1 24 8

契約約款変更に係るお問合せ（①+②＋③） 186 186 61【4】 0 57 129 61

見直し実施時期に関するお問合せ 52 50 5【5】 2 35 15 5

約款変更のみに係るお問合せ 50 48 5【5】 2 34 14 5

内訳：2022年10月1日変更分のみ（④） 6 6 0【0】 0 2 4 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑤） 44 42 5【5】 2 32 10 5

料金変更のみに係るお問合せ 1 1 0【0】 0 0 1 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 1 1 0【0】 0 1 0 0

契約約款変更に係るお問合せ（④＋⑤＋⑥） 51 49 5【5】 2 35 14 5

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 107 105 5【2】 2 73 32 5

約款変更のみに係るお問合せ 98 96 3【2】 2 67 29 3

内訳：2022年10月1日変更分のみ（⑦） 8 8 0【0】 0 3 5 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ（⑧） 90 88 3【2】 2 64 24 3

料金変更のみに係るお問合せ 2 2 0【0】 0 1 1 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑨） 7 7 2【0】 0 5 2 2

契約約款変更に係るお問合せ（⑦＋⑧＋⑨） 105 103 5【2】 2 72 31 5

契約約款変更に係るお問合せ（①～⑨合計） 219 215 37【11】 4 127 88 37

単位：件
赤枠：報告書に記載
【 】：FAX受付終了に係る問合せ
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利用者等からのお問合せ件数（月別）

（単位：件）

2022年
6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月

2月 3月

お問合せ 7 18 78 86 55 55 60 77 26 27

見直し内容に関するお問合せ 1 4 34 37 43 43 43 51 25 27

約款変更のみに係るお問合せ 1 3 24 28 37 34 28 28 13 18

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 3 13 15 29 28 17 16 7 14

内訳：2023年1月11日変更分のみ 0 0 11 13 8 6 11 12 6 4

料金変更のみに係るお問合せ 0 1 9 9 4 5 9 22 6 8

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 1 0 2 4 6 1 6 1

見直し実施時期に関するお問合せ 3 2 16 17 5 6 7 13 1 0

約款変更のみに係るお問合せ 3 1 16 17 5 5 7 13 1 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 1 16 15 3 3 7 13 1 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 3 12 28 32 7 6 10 13 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 3 12 24 30 7 6 9 10 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 11 24 28 4 4 9 10 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0

※2022年5月31日は0件

➢ 6月～9月：6月に当社HP・電報受付サイト上で見直し内容を掲載したこと、また9月までに大口企業（法人）へ郵送等で見直し内容の周知を行った
ことで、お問合せ件数が増加。内容は、FAX受付終了後のD-mailサイトでの操作方法に係るお問合せが多数【緑箇所】。

➢ 10月～1月：D-MAIL会員へのメール案内（10月・11月）、インターネット広告等での周知を追加で行ったことで、一定程度の問い合わせ件数で推移。
内容は、当日配達に関するお問合せが多数【橙箇所】。

➢ 全期間を通してインターネットが使えないため困るといったお問合せはいただきませんでした。

別添
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利用者等からのお問合せの内訳詳細

2023年1月11日
～2023年3月31日

内訳

ＦＡＸ受付廃止
当日配達

受付時間変更
料金変更 その他

お問合せ 99(100.0%) 11(11.1％) 36(36.4％) 34(34.3％) 18(18.2%)

見直し内容に関するお問合せ 89 4 36 33 16

約款変更のみに係るお問合せ 53 2 34 2 15

内訳：2022年10月1日変更分のみ 34 0 34 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 19 2 0 2 15

料金変更のみに係るお問合せ 28 0 0 28 0

その他（複合的なお問合せ等） 8 2 2 3 1

見直し実施時期に関するお問合せ 5 5 0 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 5 5 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 5 5 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 5 2 0 1 2

約款変更のみに係るお問合せ 3 2 0 0 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 2 0 0 1

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 2 0 0 1 1

単位：件

別添
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総
基料第１１６号（令和４年６月９日））に基づき、別紙のとおり報告します。

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 澁谷 直樹

東経営第000200000019号
２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ２ ８ 日
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別紙

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（４）上記（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更を実施した日から令和５年３月末までの問

合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。

（１／１）

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２３年１月１１日の電報サービスに係る料金の変更を実施した日から２０２３年３月３１日ま

での期間について、電報サービス契約約款の変更及び電報サービスに係る料金の変更に関

して、以下のとおり合計で２７件の利用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。

そのうち２２件（８１％）がFAX受付終了に係るお問合せでした。

• 同期間について、電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり５件の利用者等か

らのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

電報サービスに
係る料金の変更
に関するお問合

せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

５件 ２件
見直し内容につ
いて説明。

・見直し後の料
金について説明
を聞きたい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

２０件 ２件
見直し実施時期
について説明。

・料金の見直し
の実施時期を確
認したい。

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

２件 １件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-
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利用者等からのお問合せ件数別添

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2023年1月11日
～2023年3月31日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

2023年1月12日
～2023年3月31日

お問合せ 165 161 27【22】 4 98 63 25

見直し内容に関するお問合せ 100 98 5  【2】 2 68 30 4

約款変更のみに係るお問合せ 69 68 3  【2】 1 48 20 2

内訳：2022年10月1日変更分のみ 22 22 0  【0】 0 14 8 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 47 46 3  【2】 1 34 12 2

料金変更のみに係るお問合せ（①） 13 12 2  【0】 1 6 6 2

その他（複合的なお問合せ等）（②） 18 18 0  【0】 0 14 4 0

料金変更に係るお問合せ（①+②） 31 30 2  【0】 1 20 10 2

見直し実施時期に関するお問合せ 33 32 20【18】 1 6 26 19

約款変更のみに係るお問合せ 28 27 18【18】 1 4 23 18

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0  【0】 0 1 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 27 26 18【18】 1 3 23 18

料金変更のみに係るお問合せ（③） 2 2 2  【0】 0 0 2 1

その他（複合的なお問合せ等）（④） 3 3 0  【0】 0 2 1 0

料金変更に係るお問合せ（③+④） 5 5 2  【0】 0 2 3 1

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 32 31 2  【2】 1 24 7 2

約款変更のみに係るお問合せ 22 22 1  【1】 0 16 6 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 1 0  【0】 0 1 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 21 21 1  【1】 0 15 6 1

料金変更のみに係るお問合せ（⑤） 0 0 0  【0】 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 10 9 1  【1】 1 8 1 1

料金変更に係るお問合せ（⑤+⑥） 10 9 1  【1】 1 8 1 1

料金変更に係るお問合せ（①～⑥合計） 46 44 5  【1】 2 30 14 4

単位：件
赤枠：報告書に記載
【 】：FAX受付終了に係る問合せ
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（単位：件）

2022年
6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月

2月 3月

お問合せ 16 22 32 26 9 14 23 28 9 5

見直し内容に関するお問合せ 13 17 20 20 6 12 9 4 1 2

約款変更のみに係るお問合せ 11 13 12 13 6 9 3 2 1 2

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 3 6 4 3 4 1 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 10 10 6 9 3 5 2 2 1 2

料金変更のみに係るお問合せ 1 1 2 3 0 1 4 2 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 3 6 4 0 2 2 0 0 0

見直し実施時期に関するお問合せ 1 1 2 2 2 1 10 21 8 3

約款変更のみに係るお問合せ 1 0 2 1 2 1 10 19 7 3

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 0 1 1 2 1 10 19 7 3

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 2 4 10 4 1 1 4 3 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 1 0 8 2 0 1 4 2 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 0 7 2 0 1 4 2 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 4 2 2 1 0 0 1 0 0

※2022年5月31日は0件

➢ 6月～9月：6月に当社HP・電報受付サイト上で見直し内容を掲載したこと、また9月までに大口企業（法人）へ郵送等で見直し内容の周知を行った
ことで、お問合せ件数が増加。内容は、FAX受付終了後のD-mailサイトでの操作方法に係るお問合せが多数【緑箇所】。

➢ 10月～1月：10月・11月はお問合せ件数が比較的少なかったものの、1月11日の約款変更・料金変更の見直し前にお問合せ件数が再び増加。
内容は、見直しの実施時期を確認するお問合せが多数【橙箇所】。

➢ 全期間を通してインターネットが使えないため困るといったお問合せはいただきませんでした。

別添 利用者等からのお問合せ件数（月別）
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利用者等からのお問合せの内訳詳細

2023年1月11日
～2023年3月31日

内訳

ＦＡＸ受付廃止
当日配達

受付時間変更
料金変更 その他

お問合せ 27(100.0%) 22(81.5%) 0(0.0%) 4(14.8%) 1(3.7%)

見直し内容に関するお問合せ 5 2 0 2 1

約款変更のみに係るお問合せ 3 2 0 0 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 2 0 0 1

料金変更のみに係るお問合せ 2 0 0 2 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し実施時期に関するお問合せ 20 18 0 2 0

約款変更のみに係るお問合せ 18 18 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 18 18 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 2 0 0 2 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 2 2 0 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 1 1 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 1 1 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 1 1 0 0 0

単位：件

別添
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総務省
総合通信基盤局長 竹村晃一殿

「電報サービスに係る料金の変更に関して講ずべき措置について（要請）」（総
基料第１１６号（令和４年６月９日））に基づき、別紙のとおり報告します。

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
代表取締役社長 森林 正彰

企営第 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0号
２ ０ ２ ３ 年 ４ 月 ２ ８ 日
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別紙

（２）インターネット、電話等による利用者等からの当該変更に関する問合せに適切に対応すること。

（４）上記（２）に関して、電報サービスに係る料金の変更を実施した日から令和５年３月末までの問

合せ対応の実施状況について、同年４月末までに総務省に報告すること。

（１／１）

■利用者等からのお問合せに対する対応状況

• ２０２３年１月１１日の電報サービスに係る料金の変更を実施した日から２０２３年３月３１日ま

での期間について、電報サービス契約約款の変更及び電報サービスに係る料金の変更に関

して、以下のとおり合計で９９件の利用者等からのお問合せをいただき、対応を行いました。

そのうち１１件（１１％）がFAX受付終了に係るお問合せでした。

• 同期間について、電報サービスに係る料金の変更に関して、以下のとおり３８件の利用者等

からのお問合せをいただき、対応を行いました。

• お問合せ件数の詳細は別添資料のとおりです。

• なお、対応を行った結果、お問合せをいただいた利用者等にはご理解をいただいており、

継続対応中のものはございません。

お問合せ内容

電報サービス契
約約款の変更及
び電報サービス
に係る料金の変
更に関するお問
合せ件数

電報サービスに
係る料金の変更
に関するお問合

せ件数

対応内容 お問合せの一例

見直し内容に
関するお問合せ

８９件 ３６件
見直し内容につ
いて説明。

・見直し後の料
金について説明
を聞きたい。

見直し実施時期
に関するお問合
せ

５件 ０件
見直し実施時期
について説明。

-

見直し内容およ
び実施時期に関
するお問合せ

５件 ２件
見直し内容およ
び実施時期につ
いて説明。

-

51



利用者等からのお問合せ件数別添

期間 内訳

2022年5月31日
～2023年1月11日

2022年6月9日
～2023年1月11日

2023年1月11日
～2023年3月31日

2022年5月31日
～2022年6月8日

2022年6月9日
～2022年10月1日

2022年10月2日
～2023年1月11日

2023年1月12日
～2023年3月31日

お問合せ 390 386 99【11】 4 184 202 99

見直し内容に関するお問合せ 231 231 89【4】 0 76 155 89

約款変更のみに係るお問合せ 161 161 53【0】 0 56 105 53

内訳：2022年10月1日変更分のみ 109 109 34【0】 0 32 77 34

内訳：2023年1月11日変更分のみ 52 52 19【2】 0 24 28 19

料金変更のみに係るお問合せ（①） 45 45 28【0】 0 19 26 28

その他（複合的なお問合せ等）（②） 25 25 8【2】 0 1 24 8

料金変更に係るお問合せ（①+②） 70 70 36【2】 0 20 50 36

見直し実施時期に関するお問合せ 52 50 5【5】 2 35 15 5

約款変更のみに係るお問合せ 50 48 5【5】 2 34 14 5

内訳：2022年10月1日変更分のみ 6 6 0【0】 0 2 4 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 44 42 5【5】 2 32 10 5

料金変更のみに係るお問合せ（③） 1 1 0【0】 0 0 1 0

その他（複合的なお問合せ等）（④） 1 1 0【0】 0 1 0 0

料金変更に係るお問合せ（③+④） 2 2 0【0】 0 1 1 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 107 105 5【2】 2 73 32 5

約款変更のみに係るお問合せ 98 96 3【2】 2 67 29 3

内訳：2022年10月1日変更分のみ 8 8 0【0】 0 3 5 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 90 88 3【2】 2 64 24 3

料金変更のみに係るお問合せ（⑤） 2 2 0【0】 0 1 1 0

その他（複合的なお問合せ等）（⑥） 7 7 2【0】 0 5 2 2

料金変更に係るお問合せ（⑤+⑥） 9 9 5【2】 0 6 3 2

料金変更に係るお問合せ（①～⑥合計） 81 81 38【4】 0 27 54 38

単位：件
赤枠：報告書に記載
【 】：FAX受付終了に係る問合せ
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利用者等からのお問合せ件数（月別）

（単位：件）

2022年
6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月

2月 3月

お問合せ 7 18 78 86 55 55 60 77 26 27

見直し内容に関するお問合せ 1 4 34 37 43 43 43 51 25 27

約款変更のみに係るお問合せ 1 3 24 28 37 34 28 28 13 18

内訳：2022年10月1日変更分のみ 1 3 13 15 29 28 17 16 7 14

内訳：2023年1月11日変更分のみ 0 0 11 13 8 6 11 12 6 4

料金変更のみに係るお問合せ 0 1 9 9 4 5 9 22 6 8

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 1 0 2 4 6 1 6 1

見直し実施時期に関するお問合せ 3 2 16 17 5 6 7 13 1 0

約款変更のみに係るお問合せ 3 1 16 17 5 5 7 13 1 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 1 16 15 3 3 7 13 1 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 3 12 28 32 7 6 10 13 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 3 12 24 30 7 6 9 10 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 11 24 28 4 4 9 10 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0

※2022年5月31日は0件

➢ 6月～9月：6月に当社HP・電報受付サイト上で見直し内容を掲載したこと、また9月までに大口企業（法人）へ郵送等で見直し内容の周知を行った
ことで、お問合せ件数が増加。内容は、FAX受付終了後のD-mailサイトでの操作方法に係るお問合せが多数【緑箇所】。

➢ 10月～1月：D-MAIL会員へのメール案内（10月・11月）、インターネット広告等での周知を追加で行ったことで、一定程度の問い合わせ件数で推移。
内容は、当日配達に関するお問合せが多数【橙箇所】。

➢ 全期間を通してインターネットが使えないため困るといったお問合せはいただきませんでした。

別添
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利用者等からのお問合せの内訳詳細

2023年1月11日
～2023年3月31日

内訳

ＦＡＸ受付廃止
当日配達

受付時間変更
料金変更 その他

お問合せ 99(100.0%) 11(11.1％) 36(36.4％) 34(34.3％) 18(18.2%)

見直し内容に関するお問合せ 89 4 36 33 16

約款変更のみに係るお問合せ 53 2 34 2 15

内訳：2022年10月1日変更分のみ 34 0 34 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 19 2 0 2 15

料金変更のみに係るお問合せ 28 0 0 28 0

その他（複合的なお問合せ等） 8 2 2 3 1

見直し実施時期に関するお問合せ 5 5 0 0 0

約款変更のみに係るお問合せ 5 5 0 0 0

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 5 5 0 0 0

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 0 0 0 0 0

見直し内容および実施時期に関するお問合せ 5 2 0 1 2

約款変更のみに係るお問合せ 3 2 0 0 1

内訳：2022年10月1日変更分のみ 0 0 0 0 0

内訳：2023年1月11日変更分のみ 3 2 0 0 1

料金変更のみに係るお問合せ 0 0 0 0 0

その他（複合的なお問合せ等） 2 0 0 1 1

単位：件

別添
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